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問 １（25点）

次の［設例］に基づき、以下の［問］に答えなさい。

［設例］

個人Ａ（居住者）は、令和 4年 ６月 １日に、その配偶者Ｂ（居住者。個人Ａとの婚姻期

間は25年）から、①国債（贈与時の時価１≤000万円）及び②配偶者Ｂが所有する宅地の上

に存する家屋（贈与時の時価１≤500万円）の贈与を受け、その年中にその家屋を配偶者Ｂ

とともに居住の用に供した。個人Ａは、令和 4年分の贈与税の申告において贈与税の配偶

者控除（相続税法第2１条の ６）の適用を受け、適法に申告と納付を済ませている。なお、

個人Ａと配偶者Ｂとの間で家賃及び地代等の授受は行われていない。

令和 ６年 7月 １ 日に配偶者Ｂは死亡した。遺産は現金8≤000万円及び上記の家屋（相続

開始時の時価１≤000万円）の敷地の用に供している宅地（小規模宅地等の特例（租税特別

措置法第６9条の 4）の適用後の課税価格9≤000万円）であり、唯一の相続人である個人Ａ

が取得した。

［問］

個人Ａの⑴令和 4年分の贈与税の課税価格及び⑵配偶者Ｂの相続に係る相続税の課税価

格について、関連する条文に触れつつ、それぞれ説明しなさい。

なお、⑴の解答に当たっては、贈与税の配偶者控除の概要についても説明すること。ま

た、⑴及び⑵の課税価格は、贈与税の基礎控除額又は相続税の遺産に係る基礎控除額の控

除前の金額とし、配偶者居住権及び小規模宅地等の特例に関する事項並びに納税義務者の

範囲については説明を要しない。

問 ２（25点）

次の［設例］に基づき、以下の⑴及び⑵の問に答えなさい。

［設例］

個人Ａ（居住者）は、将来、博物館を設置運営する公益財団法人Ｘ（内国法人）に対

し、自己が保有している絵画を寄附しようと考えている。推定相続人はその配偶者Ｂと子

Ｃの計 2人である。

［問］

⑴　個人Ａが遺言によりこの絵画を公益財団法人Ｘに寄附する場合、その絵画に係る公益

財団法人Ｘの相続税の課税関係について、関連する条文に触れつつ説明しなさい。

⑵　個人Ａが死亡し、子Ｃが相続によりこの絵画を取得して公益財団法人Ｘに寄附をする

場合、その絵画に係る子Ｃの相続税の課税関係について、関連する条文に触れつつ説明

しなさい。なお、解答に当たっては、子Ｃがこの絵画を寄附したことにより受けること

ができる相続税の非課税措置についても説明すること。


